
R7 年度：在宅療養支援ＷＧ（報告） 

 

【Ｒ６年度以降の経過等】  

1.令和６年６月２０日第１回ＷＧにて、急変時の情報整理の仕方を検討するため「急変時情報整

理部会」の設置を決定。 

【 R６年度 在宅療養支援 WG 事業計画 】  

１． Ｒ６年度の検討事項 

  ・看取りが近い人の急変時に絞って、課題を整理する。 

  ・想定内の急変と想定外の急変について、共通認識を進める。 

  ・各職種、各機関での急変時の必要な情報を整理する。 

  ・情報共有や更新の方法、連絡体制等について検討する。（ＩＣＴも含め） 

  ・在宅看取り期のＡＣＰの進め方について検討する。 

  ・研修支援ＷＧ、住民啓発ＷＧとも連携していく。 

２． 急変時の情報整理の仕方 

    ① 医療職を中心に、急変の場面・情報・知識を整理する。（部会の設置） 

    ② 介護職の立場での必要な情報・知識を整理する。 

    ③ 本人・家族に必要な情報・知識を整理する。 

    ④ 全体での情報共有、連絡体制について協議する。 

 

2.ＷＧの開催状況 令和６年度第１回ＷＧ後は、部会の活動状況報告（メール）のみ 

 

3.部会の開催状況 令和６年度：４回、令和７年度：３回 

 ※R6～R7 年度：急変時情報整理部会のまとめ（報告）は、次項 

 ※在宅療養支援ＷＧへ本部会のまとめを報告し、本部会は一旦解散する 

 

4.在宅療養支援 WG について 

  急変時情報整理部会のまとめ（報告）及び在宅医療介護連携推進事業２０４０年に向けた今

後の課題（令和 7 年度第 3 回東部地区在宅医療介護連携推進協議会資料）をもとに、新た

な課題の抽出、検討方法を令和８年度以降取り組んでいくこととなるが、あわせてＷＧや部

会の在り方も再検討していきます。 

  現在の在宅療養支援ＷＧについては、一旦令和７年度末をもって終了とします。 

  新たな協議・検討体制の構築の際は、各団体等に委員就任依頼させていただきますので、

引き続きご協力をお願いします。  



R6～R7 年度：急変時情報整理部会のまとめ（報告） 

 

Ｒ８．３．１６ 在宅療養支援ＷＧ急変時情報整理部会 

 

令和６年度から、看取りが近い人の急変時に絞って、課題を整理・検討した。結論及び課

題については、下記のとおり報告する。 

 

（結論及び課題） 

1.看取りの方針がチーム（多職種）内で確認が取れている場合は、方向性を迷うことがな

いため混乱は少ない。おおむね連携、情報共有（伝達）ができている。 

2.看取り期でない想定外の急変時の連携がうまくいってないのではないかと考えられる。 

3.経験、知識や情報共有、仕組みなど在宅療養（看取り）の障壁は何なのか、課題の抽出、

言語化が難しい。 

4.看取りに関する自然な経過や、急変時の対応等については別の教育が必要。 

（連携推進事業で実施すべき事項であるかは要検討） 

5.医療・介護がお互い何に困っているかをフラットに話せる、会議や研修ではない場が必

要。 

6.急変時に介護職が困ったとしても医療行為をするわけではないので、連携や情報共有

が重要になる。情報共有のツールをデジタル化することで、解決できる問題もあると推

察できる。 

 

（次年度以降に向けて） 

次年度以降は、改めて現状の把握や職種間で異なると推察する課題の言語化等を推

し進める方策の検討、対応策も含めた協議の場を設置し、取り組みを強化していかれる

ことを期待する。 

以上 

 

 

 

【事務局より】 

 在宅療養支援ＷＧへ本部会のまとめを報告し、本部会は一旦解散する。 

 在宅療養支援ＷＧ等の次年度以降の運営については、ＷＧの再編も含め再検討する。 

 

 

 



【参考】令和 7 年度第 3 回東部地区在宅医療介護連携推進協議会（R8.2）の資料 

（令和 8 年度事業計画案）より 

 

 

●在宅医療介護連携推進事業、２０４０年に向けた今後の課題 （抜粋） 

 

２．２０２４（令和６年）年度より、在宅療養の４場面でいう③急変時の対応について、 

急変時情報整理部会を立ち上げて検討を開始したが、事業種別や職種で大きく違

う課題の抽出にも苦労している段階である。 

 

３．④看取りの場面においては、在宅看取り・施設看取りを妨げる要因（人的資源・教

育体制・家族支援・地域文化等）を構造的に整理し、対策検討を進めることが急務と

なっている。 

 

５．切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進に向け、情報共有の課題 

抽出・解決へ導く協議の場を設置し、検討を進める必要がある（ＩＣＴ導入による効

率的かつ省力的な仕組みの検討を含む）。 

 

  



【参考】 「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.４」より 

  



 


